
 

                         京都市消防局訓令甲第１１号 

各 部 

消 防 学 校 

各 消 防 署 

 京都市消防装備規程の一部を次のように改正する。 

  平成３０年３月２７日 

京都市消防局長 荒木 俊晴 

 目次中「機械技術者」を「消防ポンプ装置技術者」に，「第１５条」を「第１２条」に，

「第１６条」を「第１３条」に改める。 

 第６条第３項及び第７条第３項中「警防課長」を「消防課長」に，「警防課の担当課長」

を「警防統括課長」に改める。 

 第３章及び第４章を次のように改める。 

   第３章 消防ポンプ装置技術者 

（消防ポンプ装置技術者） 

第１０条 局長は，消防ポンプ装置（消防用自動車のうちポンプ装置を装備しているもの

及び小型動力ポンプをいう。以下同じ。）の専門的な技能及び知識を習得した者として，

消防ポンプ装置技術者（以下「ポンプ技術者」という。）を認定するものとする。 

２ 消防ポンプ装置の取扱いは，ポンプ技術者が行うものとする。 

（認定試験） 

第１１条 局長は，毎年度１回以上，前条第１項に規定する認定のための試験（以下「認

定試験」という。）を行うものとする。 

２ 次の表の左欄に掲げる道交法に規定する運転免許（以下「運転免許」という。）の区分

に応じ同表の右欄に掲げるいずれかの種類の運転免許を受けている職員は，当該免許を

受けていた期間（第一種運転免許の普通自動車免許を受けていた期間を含む。ただし，

それぞれの免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して３年以上となったとき

は，原則として認定試験を受けなければならない。 

 

 

 

 



 

区 分 種 類 

第 一 種 運 転 免 許 

大 型 自 動 車 免 許 

中 型 自 動 車 免 許 

準 中 型 自 動 車 免 許 

第 二 種 運 転 免 許 
大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 

中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 

３ 認定試験の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

（認定の取消し） 

第１２条 局長は，ポンプ技術者が，心身の故障，技能の低下等により適性を欠くと認め

たときは，当該認定を取り消すことができる。 

   第４章 運転 

（運転者の指名） 

第１３条 所属長は，運転免許を受けている職員の運転の技能に応じ，当該職員が運転す

ることができる車両の種類を限定したうえ，当該職員を運転者としてあらかじめ指名す

る。 

（運転者の要件） 

第１４条 車両は，前条の規定により指名を受けた者で，安全運転管理者から，特に運転

を命じられた者でなければ運転してはならない。 

（運転技術者の指名） 

第１５条 所属長は，緊急自動車（道交法第３９条第１項に規定する緊急自動車をいう。

以下同じ。）の運転について必要な技能及び知識を有すると認める運転者（以下「運転技

術者」という。）をあらかじめ指名する。 

（技術指導員の指名） 

第１６条 所属長は，大型自動車免許を受けているポンプ技術者から，技術指導員をあら

かじめ指名する。 

２ 技術指導員は，整備管理補助者を補佐するとともに，職員に対する車両の運転（緊急

自動車の運転を含む。）技術及び法令に定める車両の運転に関する事項並びに消防ポンプ

装置の取扱いについて指導を行うものとする。 

（運転者等の現況報告） 



 

運   転   者

指名の有無
備 考氏 名

フ リ ガ ナ
階 級 級　別

認 定

年 月 日
部 隊 名

取 得

年 月 日

運転免許

の  種  類

日　勤

部　別

運   転
技術者

ポンプ
技術者

運転免許
の 種 類

運転者 氏 名
フ リ ガ ナ

階 級 部隊名 備 考
取   得
年月日

運転免許
有効期限

日 勤
部 別

第１７条 所属長は，人事異動の都度，運転者，運転技術者，ポンプ技術者及び技術指導

員の現況を運転者等現況表（第１号様式）により局長に報告するものとする。 

（安全運転の教育） 

第１８条 安全運転管理者等は，新たに指名された運転技術者又は安全運転管理者等が必

要と認める職員に対し，車両の安全な運転を確保するために必要な教育を実施し，交通

事故の防止に努めなければならない。 

（運転等の方法） 

第１９条 車両の運転，乗車，下車等の方法は，道交法その他道路交通に関する法令に定

めるもののほか，別に定めるところにより実施するものとする。 

 第２５条第３項中「機械技術指導員」を「技術指導員」に，同条第５項中「機械技術者」

を「消防装備の取扱技術に関する指導者」に改める。 

 第３２条第２項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

 第３３条の表所属の項中「機械技術者経歴台帳」を「運転者等経歴台帳」に改める。 

 第３４条中「半期（４月から９月まで又は１０月から翌年３月までの期間をいう。以下

同じ。）」を「年度」に，「半期の翌半期」を「年度」に改める。 

 別表第２を削り，別表第３を別表第２とする。 

 第１号様式注以外の部分中「第１４条関係」を「第１７条関係」に，「機械技術者現況

表」を「運転者等現況表」に，「あて先」を「宛先」に， 

「  

 

                                       」 

 「   

を  

                                       」 

に，同様式注１中「運転者指名の有無の欄は，運転者に指名」を「運転者，運転技術者及

びポンプ技術者の欄は，指名又は認定」に改め，同注２中「認定年月日及び」を削り，同

注３中「欄は」を「欄には」に，「機械技術指導員」を「技術指導員」に，「指導員を」を

「指導員と」に改める。 

 第７号様式注以外の部分中 

 



 

整備管理
補助者等

整備管理
補 助 者

消防係長

整備管理者

・消防係長

整備管理
補助者等

整備管理
補助者等

「       「 

 

        

 

 

 

       を       に改め，同様式注２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

      」       」 

 ２ 車両運行上等必要となる事項がある場合は，特記事項の欄に記入すること。 

 第９号様式注以外の部分中「安全運転管理者」を「消防装備管理者」に，「副安全運転

管理者」を「消防装備責任者」に， 

「                   「 

                    を 

                   」                   」 

 「            「  

 

に，           を            に改める。 

 

            」            」 

 第１０号様式注以外の部分中「機械技術者経歴台帳」を「運転者等経歴台帳」に， 

 

 

 

 

 

消防出張所 消防出張所

消防出張所



 

エ ア ー フ ォ ー ム （３ ％）

メ ガ フ ォ ー ム

ハ イ フ ォ ー ム

浸 透 剤
（ ク ラ ス Ａ ）

ド ラ イ ケ ミ カ ル
（ Ｂ Ｃ 粉 末 ）

乳 化 剤
（ ス ノ ー ラ ッ プ ）

メ ガ フ ォ ー ム

ハ イ フ ォ ー ム

浸 透 剤
（ ク ラ ス Ａ ）

ド ラ イ ケ ミ カ ル
（ A Ｂ Ｃ 粉 末 ）

ド ラ イ ケ ミ カ ル
（ Ｂ Ｃ 粉 末 ）

乳 化 剤

級　    別 認定年月日

３　　　級

２　　　級
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～
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況

受　  　　　講  　　　　内　　　 　 容 機械技術指導員指名期間

～

～

～

～

～

～

～

機 械 技 術 者
認  定  関  係

特 記 事 項

認定年月日

所　　　属 受講年月日 

消防ポンプ装置
認定試験関係
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況
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                                       」 

 「  

 

 

 

を 

                                 

                                        

 

                                       」 

 に，同様式注２中「運転業務に従事する者」を「運転者」に改める。 

 第１１号様式中「（ 年度 半期分）」を削る。 

 第１２号様式注以外の部分中「（ 年度 半期分）」を削り，  

「            「  

 

                         

            を            に改める。 

 

 

           」            」 

   附 則 



 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の京都市消防装備規程の規定により機械技術者の等級を有して

いる者は，この訓令による改正後の京都市消防装備規程の規定によるポンプ技術者とみ

なす。 

３ この訓令の施行の際，現に存する改正前の様式による用紙は，当分の間，これを使用

することができる。 

（消防局消防学校支援課） 


